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１ 計画の趣旨、現状 

（１）計画の趣旨 

    扶桑町教育大綱の基本方針（令和 8 年３月改定）では、「子どもたちの夢や希望

を育み未来を切り拓く社会の創り手に育てる」ことを最上位目標としている。その

重点目標として「ウェルビーイングの向上を目指した学校教育」の推進において、

「子どもたちに全力で向かい合えるように、教師の健康と福祉の確保に努め、教育

ＤＸの推進など総合的な勤務環境整備を進める」ことを示した。服務監督者として、

令和７年６月に成立した改正給特法に基づき、文部科学大臣が定める指針に即して、

働き方改革を一層推進することは極めて重要であると考える。 

 

（２）本町の現状  

    平成２９年度に「扶桑町教職員多忙化解消に向けての方針」を策定し、時間外在

校等時間を８０時間以内に目標を定め業務の適正化に努めてきた。令和 2 年度から

は規則で、その時間に一箇月４５時間、年間３６０時間の上限基準を設けて取り組

んできた。現在の状況は以下のとおりである。          

【令和４～６年度の時間外在校等時間の状況】 

 

様々な取組により、時間外在校等時間は減少傾向に転じてきたものの、中学校で

は、まだ適正化が進んでいない。教育の質の向上のためには、さらなる教職員の時

間的な余裕を確保する必要がある。このことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法第８条に基づき、本計画を策定するものであ

る。                     

 

２ 目 標 

    教育職員が、児童生徒や保護者との信頼関係の構築や専門性の発揮などにより、

生き生きと教育活動に取り組み、働き甲斐を実感できることを目指す。以下のよう

な調査を活用し、その状況を数値的に把握していくこととする。 

 

（１）時間外在校等時間に関する目標  

■１箇月時間外在校等時間 45 時間以下の割合の目標を、校種別に段階的に定め、 

最終的に、小中学校共に、４５時間以下の割合を１００％（R11）にする。 

小学校：90％（R8）➤100％（R9） 中学校：70％（R8）➤➤➤100%（R11） 

 年平均（R6） 月４５時間を上回る割合 月８０時間を上回る割合 

小学校 月２８．８時間  ２７%➤２５％➤１７％ ３％➤ ２％➤２％ 

中学校 月４８．９時間  ３６％➤３８％➤３４％ ２９％➤１９％➤１６％ 
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■月例報告の基準時間として０～３０時間を追加し、目標時間を明確に示す 

ことで、さらなる意識改革を促し、最終的に、小中学校共に、改善を目指す。 

1 年間における、1 箇月時間外在校等時間の平均時間を３０時間程度にする。    

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標  

【カッコ内は R6 年度等の数値】 

■年次休暇については、平均取得日数が小学校 16 日、中学校 12 日であるので、

中学校の実績を上げる。  

１年間の年次有給休暇の平均取得数を１６日以上にする。        【14.7 日】     

  

■ストレスチェックの項目については、ストレス起因・要因の項目の中で本町の

課題である項目を選定し、目標値を定める。 

「仕事の量的荷重とコントロールの組合せに起因する健康リスク値」を１００ 

（厚生労働省の基準値の平均点数）まで減少させる。 

【106.5（R5）➤１04.2（R６）➤102.0（R7）】 

  

仕事のストレス要因としての尺度である「仕事の量・仕事の質・身体的負担」

の３尺度の評価（５段階評価）を、全校平均で３以上に上げる。 

【2.1 2.1 2.0（R5）➤2.2 2.1 2.0（R6）➤2.3  2.2  2.1（R7）】 

 

３ 計画の期間 

令和８年 4 月～令和１２年３月（１年ごとに更新し、令和１１年度、達成を目途

とする） 

 

4 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

本町では、本計画の期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

 

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

＊愛知県が発行するリーフレットを活用し、あらゆる場面で保護者及び地域住民

に広報し学校の働き方改革への理解を深める。 

 

ア学校外が担うべき業務 

 

◇登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関係）            

・スクールガード・ＰＴＡ・地域住民等の地域の支援の活用を推進する。 
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◇放課後から夜間などにおける校外の見回り、生徒児童が補導された時の対応 

（「３分類」②関係）     

・地区ごとの防犯活動や民生委員の見回り活動に委ね、学校における自主的な見

回り活動は原則行わないこととする。 

・補導された児童生徒の引き取り等については、保護者が第一義的な責任を負う

ことについて、警察との認識を共有する。 

 

◇学校徴収金の徴収・管理（「３分類」③関係） 

・町独自の「給食費の無償化」に向けた施策により、学校徴収事務を軽減する。 

 

◇保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対処が困難な事案対応 

（「３分類」⑤関係） 

・扶桑町顧問弁護士の活用体制をさらに拡充し、学校教育課が初期段階で学校情

報を的確に把握し、弁護士につなげ、早期解決を図ることができる支援体制を

構築する。 

 

イ教師以外が積極的に参画すべき業務 

   

◇調査・統計等の作業業務（「３分類」⑥関係）           

・共同学校事務室と関係職員が連携して学校評価を実施することにより、事務職

員の専門性を活かし学校評価の効率化を推進することで、業務量の軽減と質の

向上を図る。 

◇学校プールや体育館等の施設・整備の管理（「３分類」⑨関係） 

・施設管理業務も含めて「学校の水泳指導」の今後について、将来的な展望の検

討に入る。 

・学校施設開放事業（地域クラブ活動実施事業を含む）における施設管理は教育

委員会が行う。 

   

◇部活動の地域展開（「３分類」⑬関係） 

  ・令和８年度の夏の大会以降、休日の学校部活動は実施せず、中学校教職員の時

間外在校等時間の大幅な減少を図る。 

・「扶桑町総合型地域スポーツクラブわっと楽らくスポーツふそう」と連携し、

中学生が「認定地域クラブ活動」、「その他の様々なスポーツ及び文化団体」に

参加できるシステム構築を拡充する。 

・地域クラブ活動実証事業を継続し、新たに平日の部活動実証事業にも国の補助

を受け、地域展開実現に向けて取組を加速する。 
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  ウ 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

   

◇学習評価や成績処理（「３分類」⑯関係）       

  ・校務支援システムの機能や採点支援システム（百問繚乱）を導入し、定期テス 

トへの採点業務や成績処理等に係る事務負担を軽減する。 

   

◇支援が必要な児童生徒・家庭への対応（「３分類」⑲関係） 

  ・スクールソーシャルワーカー・スクールメンタルサポーターを大規模校・困 

難校に配置し、専門的な知見の活用を推進し、校内の支援体制をさらに拡充 

する。 

・扶桑町教育支援センター（あいあい）の機能として、スーパーバイザーを迎え

関係者がチーム研修を重ねたり、父母の会を開催したりときめ細やかな保護者

対応を充実させ、学校管理職及び学級担任の業務負担軽減を図る。 

  ・教育支援ソフト（リタリコ）を導入し、支援の必要な児童生徒の特性を個別 

最適化し、全教職員が、同一歩調で支援・教育相談できる体制を整え、特別支 

援教育コーディネーターや学級担任の業務軽減を図る。 

・リタリコの機能を活用し、保護者とともに幼保小の切れ目のない教育相談活動

を推進し、教育支援に対する情報共有・個別支援計画作成・管理の業務の効率

化に取り組む。 

  ・医療的ケア看護職員、特別支援教育支援員等医療・福祉に関する専門的な人材 

の配置や保育所等訪問事業など専門機関との連携をさらに拡充する。 

 

（２）学校における措置の推進 

学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図

る。 

・教育課程における年間総授業数や週当たりの授業時数の見直しや日課の見直し

を図り、勤務時間内に業務が終了できる環境を創り出す。 

  ・「ＧＩＧＡスクール構想下での校務ＤＸチェックリスト」（文科省調査）に基づ

いた自己点検の得点率を 60％以上に上げる。 

【30.7％（Ｒ5）➤46.7％（Ｒ6）➤50.7％（R7）】 

  ・勤務時間外の留守番電話機能に加え、電話の新規切り替え時には、録音機能の

設置を目指す。 
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（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

   教育職員の健康及び福祉を確保するために、労働安全衛生法等の規定を遵守す

るとともに、以下の内容に取り組む。 

 ・時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員に医師面接指導を実施する。 

 ・ストレスチェックを１００％実施し、実施後の集団分析の結果等を活用して、

職場改善を推進する。 

 ・学校における定時退校を月２回以上設定するように推進し、夏季休業中には 

１０日間の学校休校日を設定する。 

 

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて 

・取組の着実な実行を図るため、扶桑町内各学校の教職員の時間外在校等時間の状

況を把握し、毎年度本町のＨＰで公表するとともに、定例の教育委員会・総合教

育会議・各学校の学校運営協議会において報告することとする。 

・各校の学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な展開を図り、地域と連携し

ボランティアの確保・充実に取り組む。 

・教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見

られる学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目指

し、当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。 

・各学校における働き方改革の取組が進むよう、校長会議、教頭会議など様々な機

会をとらえ、各学校への本計画への周知を行うとともに管理職向けにマネジメン

ト等に関する研修を充実させるなど、教育委員会からの支援を強化する。 

・保護者、地域の理解を得るために、首長部局と連携し、保護者や地域の各自治会

等に対して、本町における「業務の３分類」をはじめとする業務管理・健康確保

措置の内容について周知を行うとともに、具体の項目について協力を得られるよ

う取り組む。 


